
〈特別な場での指導〉

（TTによる指導、保健室、相談室等）

・早期発見、早期支援

・互いの違いを認め合い，学べる集団づくり

・学習環境と授業改善

・支え励まし認め合える学級経営

・少人数指導や習熟度別指導

・生活指導連絡会での情報交換と共通理解

児童像

　　 　児童の実態
　　 　保護者の願い
　　 　地域の特性
　　 　職員の願い

　日本国憲法
　教育基本法
　学校教育法
　長崎県・市教育方針
　長崎市第四次総合計画

学校像

　〇笑顔ある楽しい学校
　〇生き生きした学校
　〇地域と共にある学校

職員像

学　校　教　育　目　標

明日へ、希望の虹をかける子どもの育成

特　別　支　援　教　育　目　標

　 　一人一人の児童の教育的ニーズを把握して、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を

  改善・克服するための適切な教育支援を行い、自立と社会参加に向けた生きる力を育てる。

校　長

      〇信頼される職員
      〇任せられる職員
      〇情熱をもった職員

教　頭

特別支援コーディネーター

全体会校内支援委員会

特別支援教育の実践の場・場面

外部専門機関との連携

特別支援コーディネーターの主な仕事

　　①校内支援委員会の推進
　　②保護者に対する相談窓口
　　③学級担任への支援
　　④巡回相談や専門家チームとの連携
　　⑤校内の関係者や関係機関との連携調整
　　⑥校内研修の企画運営

令和３年度　特別支援教育全体計画

　　　に　　にっこり笑顔のある子

　　　じ　　じっくり学ぶ子

　　　が　　がまん強い子

　　　お　　思いやりがある子

　　　か　　体をきたえる子

交流及び
共働学習

〈特別支援学級での指導〉

・より細やかな実態把握

・個に応じ、個を伸ばす指導

・個別の教育支援計画や個別の指導計画作成

・一人一人のニーズに基づいた指導と支援

・同学年との交流・共働学習を通して多様な体験

保健

保健所

保健センター

福祉

児童相談所

ハートセンター

医療

地域の病院

専門医療機関

その他

NPO

親の会

教育

特別支援学校

教育委員会


